
平成28年4月1日より全職員に対して人事評価を行っています。
　当市における人事評価制度は、業績評価と能力・態度評価の二面から評価することとしており、
業績評価については、全職員に目標管理制度に基づく業績評価を、消防職及び雇用職職員に
ついては、加えて観点別に業績を評価することとしております。

13 11 18

消 　防　 職 2 0 2 4
技能労務職 0 0 1 0

　　　・任命権者別職員数の状況

区　　分
職員数（人）

R6.4.1 R7.4.1 対前年増減数

　 那珂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成21年那珂市条例第12号）第６条の
規定に基づき、那珂市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那珂市長　　先　﨑　　　光

那珂市人事行政の運営等の状況報告書

　１　職員の任免及び職員数に関する状況
　　　・職種別の採用・退職者数の状況

区　　分
採用者数(人) 退職者数（人）

R6.4.1 R6.4.2～R7.3.31 R6.4.1～R7.3.30 R7.3.31

行 　政　 職 21 13 8 14

合　　計 23
　　　　※行政職とは一般行政職、企業職及び教育職を合わせた職員です。

　　　　※市長部局等には、議会事務局、農業委員会事務局及び企業職が含まれています。
　　　　※R7.4.1の職員数はR7.4.1付採用の職員が含まれております。
　　　　※職員数は常勤の職員で休職者及び派遣職員を含み、県等との人事交流による受入者、
　　　　　 再任用職員及び会計年度任用職員等は含まれておりません。

　２　職員の人事評価の状況

　３　職員の給与の状況　

消防本部 99 97 ▲ 2
合　　計 493 495 2

市長部局等 340 348 8
教育委員会 54 50 ▲ 4

　　　　※技能労務職とは、単純な労務に雇用される職員で、運転手、給食調理員等をいいます。

技能労務職 290,800円 52.6歳

　　　・初任給の状況（令和6年4月1日現在）
区　　分 学　歴 初任給

　　　・平均給料月額及び平均年齢（令和6年4月1日現在）
区　　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 314,800円 40.8歳

一般行政職
大学卒 196,200円
高校卒 166,600円

消 　防　 職
大学卒 224,600円
高校卒 188,100円

技能労務職 高校卒 164,000円



　　　・経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和6年4月1日現在）
区　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

　　　　※採用状況により経験年数ごとの平均給料月額が算出できない場合があります。

　４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　　　・勤務時間（令和6年4月1日現在）

勤務開始時間 勤務終了時間 休憩時間

－
高校卒 － － － 379,725円

一般行政職
大学卒 266,744円 － 362,433円 391,780円
短大卒 － － －

年次休暇 ・1月1日を基準として、1年につき20日

療養休暇
・職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが
　やむを得ないと認められる場合
・90日以内において必要と認める期間

特別休暇
・選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別な事由により
　職員が勤務しないことが相当であるものとして規則で定める場合
・必要と認められる期間

午前8時30分 午後5時15分 正午から午後1時まで
　　　　※特別の勤務に従事する職員の勤務時間は上記と異なります。

　　　・休暇（令和6年4月1日現在）
休暇の種類 内　　　　　容

介護休暇

・職員が配偶者、父母、子等の生計を一にする親族で、負傷、疾病又は
　老齢により、1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある
　ものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合
・連続する6か月の期間内において必要と認められる期間
・勤務しない期間（時間）は無給

不妊治療休暇

・不妊治療（体外受精及び顕微授精）を受けるために勤務しないことが相当
であると認められる場合
・1年（分割して取得する場合にあっては365日）を超えない範囲内
・勤務しない期間（時間）は無給

組合休暇

・職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機
　関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団
　体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認
　められるものに従事する場合
・一の年につき30日
・勤務しない期間（時間）は無給



　５　職員の休業に関する状況
・各種休業の状況（令和6年度）

取得者数（人）

　６　職員の分限処分及び懲戒処分の状況
　　　・分限処分者数（令和6年度）

修学時部分休業 0

区分
配偶者同行休業 0
自己啓発等休業 0

勤務成績が良くない場合 0 0 0 0 0
区　　　分 降任 免職 休職 降給 合計

心身の故障の場合 0 0 9 0 9
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

区　　　分 戒告 減給 停職 免職 合計
　　　・懲戒処分者数（令和6年度）

合　　　計 0 0 9 0 9

一般服務違反関係 1 0 1 0 2

給与・任用に関する不正 0 0 0 0 0

一般非行関係 0 0 0 0 0
収賄等関係 0 0 0 0 0

　　　・育児部分休業の取得者数（令和6年度の新規取得者数）　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

合　　計
女性職員 4 3 0 7

17 3 0 20

女性職員
合　　計

男性職員 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

女性職員 0
合　　計 0

0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0

　　　　※分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、勤務成績が
　　　　　 良くない場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定に基づき、職員
　　　　　 の意に反して降給、休職、免職又は降任の処分をすることです。

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合 0 0 0

1 1
監督責任 0 0 0 0 0

合　　　計 1 0 1 1 3

交通事故・交通法規違反 0 0 0

　　　　※懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行が
　　　　　 あった場合、地方公務員法第29条の規定に基づき、戒告、減給、停職又は免職の処分
　　　　　 をすることです。

　７　職員の服務の状況
　　　・育児休業の取得者数（令和6年度の新規取得者数）　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

区　　分 1年以下 1年超2年以下 2年超3年以下 合　　計
男性職員 13 0 0 13

区　　分 1年以下 1年超2年以下2年超3年以下3年超4年以下4年超5年以下 5年超 合計

男性職員 0 0 0 0 0 0 0
0 3
0 3

　　　・育児短時間勤務の取得者数（令和6年度の新規取得者数）　　　　　　　　（人）
区　　分 3月以下 3月超6月以下6月超9月以下 9月超 合　　計

合　　計 3 0 0 0 0
女性職員 3 0 0 0 0

　　　・介護休暇の取得者数（令和6年度の新規取得者数）
区　　分 取得者数（人）

男性職員 0



　８　職員の退職管理の状況
公平委員会に対して報告された退職者から現職職員へのあっせんの状況
報告件数０件
※当市においては、地方公務員法に定める国の部課長に相当する職として、各部部長、
   消防長、各行政委員会の事務局の長を定めています。
※当市においては、退職者に対する再就職先の届出について義務付けしておりません。

研修課程 研修対象者 日数 受講者数
　　　・市研修（令和6年度）階層別研修（538人）
　９　職員の研修の状況

会計事務研修 対象者 １．５時間 ７３人

障がい者差別解消研修 対象者 ３時間

２０人

新規採用課程(前期) 新規採用職員 ４日 ３１人
初級職員1部研修 対象者 ３日 ５人

５０人

ハラスメント研修 管理職員 １．５時間 ６３人
ストレスチェック集団分析結果報告会 管理職員 １時間 ４３人
接遇サービス向上研修 対象者 ２時間 ５８人

人事評価評価者研修会 管理職員 ４時間 ２０人

任用替職員研修 対象者 ５日 ６人
人事評価目標設定研修会 一般職員及び管理職員 ４時間 ３１人

初級職員2部研修 対象者 ２日 １２人
政策形成研修 対象者 ４日

メンタルヘルス研修 一般職員及び管理職員 ２時間 ７６人

２人

研修課程 研修対象者 受講者数

いばらき県央地域連携中枢都市圏相互・合同研修 指定職員 １７人

　　　・自主研修等（令和6年度）（延べ14人）

研修課程 研修対象者 受講者数

市町村アカデミー研修 指定職員 ９人

サーキットトレーニング 希望職員 延べ　２人

自治研修所特別研修 指定職員 １６人
自治研修所自主研修促進研修 指定職員

自治研修所階層別研修 階層別指定職員 ５８人

県合同・公開講座研修 指定職員 ８人

熱中症対策アンバサダー養成講座 対象者 オンライン ７人
管理職指導能力向上研修 対象者 オンライン ４３人

　　　・派遣研修（令和6年度）外部研修機関に派遣（143人）

茨城大学リカレント教育プログラム 希望職員 ２人
安全運転研修 新規採用職員 ３１人

通信教育講座等 希望職員 延べ１２人



区　　　分 件数

組合員とその家族の病気・出産・災害等に対し必要な給付を行う
長期給付事業 組合員の退職・障害・死亡に対して年金又は一時金の給付を行う

　１０　職員の福祉及び利益の保護の状況
　　　・福利厚生制度

主な事業 事業内容

主な事業 事業内容
給付事業 各種見舞金、祝金、弔慰金等の給付を行う

短期給付事業

　　　・公平委員会からの報告事項

不利益処分に関する審査請求 ０件

　　　○茨城県市町村職員共済組合

福祉事業 健康の保持増進事業や保養施設の運営、住宅資金の貸付等を行う

　　　○那珂市職員互助会

福利厚生事業 各種球技大会、クラブ活動助成、人間ドック受診助成等の実施

勤務条件に関する措置の要求 ０件


